
 （令和 7年度 ケアマネジャー向け研修会） 

選挙における介護保険サービスの利用について 

 

名古屋市選挙管理委員会事務局 

 

＜今回の研修でお伝えしたいこと＞ 

〇選挙のために投票所にお出かけいただく際の、ヘルパーさんによる介助も、介護保険

の運用上、いわゆる「訪問介護」として認められます。 

 

（制度の説明） 

・在宅の高齢の方のうち、投票に行くのに介助が必要な方から投票に行くのが困難とい

う声は多く寄せられています。 

・もし利用者さんで、「選挙で投票所まで行くのに困っている」という方がいらっしゃ

いましたら、またケアマネジャーさんからみても妥当と思われる場合には、ケアプラ

ンに位置付けていただければ制度の利用ができます。この点が利用者の方に十分伝わ

っていると言える状況ではないため、毎年この研修の機会を借りて周知をさせて頂い

ております。 

・次のページの資料が今年７月に行われた第 27 回参議院議員通常選挙を周知するため

に選挙管理委員会で作成したチラシです。 

・下の赤枠の部分ですが、「介助が必要な方は」ということで、「要介護認定を受けてい

る方で、投票所に行く際に介助が必要な方は、事前にケアマネジャーにご相談くださ

い。」と記載させていただいて、チラシをご覧になった方にご案内をさせて頂いてお

ります。 

・ぜひ、本件について、制度としてご理解を頂き、一人でも多くの方が投票に行くこと

ができるようご協力をお願いします。 

 

（参考）郵便等投票について 

・介護保険とは無関係の事柄となりますが、公職選挙法に定められた制度において、在

宅の方で一定の条件を満たした方については、投票所まで行かず、郵送で投票できる

という制度があります。 

・３ページ目に郵便等投票に関する資料を掲載しています。 

・この制度を皆様にすべてご理解いただくことは困難でございますので、こういう制度

があるということだけご承知いただき、もし利用者さんから聞かれましたら、事前に

手続きも必要となりますので、各区の選挙管理委員会にお問い合わせください。 

・ただし、対象となる方が限定されておりまして、要介護の方については「要介護５」

の方に限定されております。 

・この要介護５のみという要件につきましては、範囲を拡大すべきではないかとの指摘

もございまして、政令指定都市の選挙管理委員会とも問題意識を共有し、国に対して

要望を行っていますが、改正されるまでには至っておりません。 






